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OBD 検査に係る諸費用について 

 

 

標記について、国土交通省物流・自動車局自動車整備課から、別添のとおり周知依頼

がありました。  

つきましては、傘下会員事業者に対し、周知をお願いいたします。  

 

 

 

以上 

 

 

 

担 当：技術部 三宅、池田 

(ＴＥＬ)０３－３２１６－４０１５ 

 


